
マイナンバーカードを健康保険証として利用できます 

 

茅沼診療所では２０２３年１０月１日より、マイナンバーカードを健康保険証としてご利用

いただけます。 

 

詳しくは、下記のサイトをご確認ください。 

○マイナポータル https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html 

 ○厚生労働省   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html 

 

※なお、各公費の受給者証等をお持ちの方は、従来どおりご提示いただく必要があります。 

 ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。 
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